
資料２   

 

新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養患者への対応について 

 

新型コロナウイルス感染者の急増に伴い、本市においても自宅療養患者数が日々

増加する事態が生じております。 

こうした事態に適切に対応し、自宅療養となられた方の安全・安心を確保するた

め、本市においては、毎日の健康状態を把握するためのパルスオキシメーターの貸

出しや食料の確保ができない方への食料の提供を行っています。また、患者全員に

対し、保健師等により、毎日、架電による健康観察を行うとともに、患者から体調

の不安や症状の出現について連絡を受けた際には、より深刻な状態となることを未

然に防ぐため、ＤＭＡＴ医師や市医師会、市薬剤師会と連携し、電話診療や処方薬

の提供に対応する体制を整備しましたので、お知らせします。 

 

１ 体 制（対応フロー） 

   自 宅（自宅療養患者）   ←  ①保健所（ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ・食料の配付） 

          健康観察↑↓ 体調不安・症状出現の連絡 

            

            

            

            ↓ 診療の依頼（※） 

        ③医療機関（電話診療等の実施、処方箋の作成） 

           ↓ 処方箋の交付 

   ④薬局（薬剤の調製） 

 

※ かかりつけ医がいる場合は保健所が調整、いない場合は医師会が調整する。 
 

夜間における症状悪化 → 保健師電話対応（24 時間） → 

ＤＭＡＴ医師による症状確認 → 症状に応じた救急要請  

 

２ 本市における病床使用率及び自宅療養患者数 

区  分 8/10 

病 床 使 用 率 77.9 %  

自宅療養患者数 238 人  

 

【事務担当】いわき市新型コロナウイルス感染症対策本部事務局  

（いわき市保健所総務課） 電話：27-8555      

電話や 
ｵﾝﾗｲﾝ等 
による 

診療 処方薬 
の配達 

市・医師会・薬剤師会 
に よ る 連 携 強 化 

②保健所（毎日の保健師等による健康状態の聴取） 

↓ 症状悪化 

ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）医師による症状確認 


